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(57)【要約】
【課題】メンテナンス作業が容易な給水装置を提供する
。
【解決手段】実施形態にかかる給水装置は、ポンプ装置
と、前記ポンプ装置の一次側に接続される吸込側の配管
に設けられ回転により流路を開閉する弁体を有する第１
のボール弁と、前記ポンプ装置の二次側に接続される吐
出側の配管に設けられ回転により流路を開閉する弁体を
有する第２のボール弁と、前記第１のボール弁及び前記
第２のボール弁の前記弁体に接続され、前記第１のボー
ル弁及び前記第２のボール弁を連動して開閉動作させる
操作レバーと、を備える。
【選択図】　　　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプ装置と、
　前記ポンプ装置の一次側に接続される吸込側の配管に設けられ回転により流路を開閉す
る弁体を有する第１のボール弁と、
　前記ポンプ装置の二次側に接続される吐出側の配管に設けられ回転により流路を開閉す
る弁体を有する第２のボール弁と、
　前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体に接続され、前記第１のボール
弁及び前記第２のボール弁を連動して開閉動作させる操作レバーと、
　を備える、給水装置。
【請求項２】
　前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁は２方弁であり、
　前記操作レバーは、前記第１のボール弁の前記弁体に接続される第１のステムと、前記
第２のボール弁の前記弁体に接続される第２のステムと、を支持するサポート孔を有する
サポート部と、
　前記サポート部から前記第１のステム及び前記第２のステムの径方向に延出するととも
に回動可能に構成されたハンドルと、を備える請求項１に記載の給水装置。
【請求項３】
　収容部内に一対の前記ポンプ装置が縦置きされ、
　一対の前記ポンプ装置に、前記第１のボール弁と、前記第２のボール弁と、前記操作レ
バーと、がそれぞれ設けられ、
　前記ハンドルは、前記流路を開く第１の位置と、前記流路を閉じる第２の位置とで回動
可能に構成され、一方の前記ポンプ装置の前記操作レバーと、他方の前記ポンプ装置の前
記操作レバーの回動方向が反対方向である、請求項２に記載の給水装置。
【請求項４】
　一対の操作レバーの前記第１の位置は上方であり、
　一方の前記ポンプ装置の前記操作レバーの前記第２の位置は一方側の側方であり、
　他方の前記ポンプ装置の前記操作レバーの前記第２の位置は他方側の側方である、
請求項３に記載の給水装置。
【請求項５】
　前記弁体は前記操作レバーの回動範囲を規制する規制部材を備え、一方の前記ポンプ装
置に設けられる前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体と、他方の前記ポ
ンプ装置に設けられる前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体は、規制部
材の位置が異なる、請求項３または請求項４に記載の給水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のボール弁を有する給水装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直結給水装置等の給水装置において、例えば、架台と防滴用のポンプカバーとで構成さ
れる収容部に、モータを備えるポンプ装置、配管、アキュムレータ、及び制御盤等の構成
品が収容されたパッケージ型の給水装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－５０１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　このような給水装置において各ポンプ装置の吸込側と吐出側にそれぞれ開閉弁を設ける
構成が知られている。このような給水装置では、メンテナンス作業の際に、各開閉弁に設
けられるレバーを操作する必要があり、メンテナンス作業が煩雑となる。したがって、メ
ンテナンス作業が容易に行える給水装置が求められる。
【０００５】
　そこで、本発明はメンテナンス作業が容易な給水装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態にかかる給水装置は、ポンプ装置と、前記ポンプ装置の一次側に接続される
吸込側の配管に設けられ回転により流路を開閉する弁体を有する第１のボール弁と、前記
ポンプ装置の二次側に接続される吐出側の配管に設けられ回転により流路を開閉する弁体
を有する第２のボール弁と、前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体に接
続され、前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁を連動して開閉動作させる操作レバ
ーと、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によればメンテナンス作業が容易な給水装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる給水装置の正面図。
【図２】同給水装置の内部構成を一部断面で示す正面図。
【図３】同給水装置の内部構成を一部断面で示す正面図。
【図４】同給水装置の内部構成を一部断面で示す側面図。
【図５】同給水装置の内部構成を一部断面で示す平面図。
【図６】同給水装置の内部構成を一部断面で示す平面図。
【図７】同給水装置の配管の構成を示す平面図。
【図８】同配管の構成を示す正面図。
【図９】同配管の構成を示す側面図。
【図１０】同配管の構成を示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態にかかる給水装置１０について、図１乃至図１０を参照して
説明する。図１は本発明の一実施形態にかかる給水装置１０の外観を示す正面図であり、
図２は吸込管を通る断面を正面側から見た説明図、図３は給水装置１０の吐出管を通る断
面を正面側、すなわち前方から見た説明図である。図４は給水装置１０の断面を側方から
見た説明図である。図５及び図６は給水装置１０の内部構成を上から見た図である。図７
乃至９は給水装置１０の配管３０の一部の構成を拡大して示す説明図である。
【００１０】
　図１乃至図６に示すように、給水装置１０は、架台１１と、ポンプカバー１２と、複数
のポンプ装置２０と、配管３０と、逆流防止装置１３と、アキュムレータ１４と、制御盤
１５と、を備える。給水装置１０は、架台１１とポンプカバー１２により区画された収容
部である収容空間内に、ポンプ装置２０や配管３０、制御盤１５などの構成部品を収納し
た、パッケージ型の給水装置である。
【００１１】
　架台１１は、互いに直交する３方向にそれぞれ沿う、底フレーム１１ａと、後部フレー
ム１１ｂと、サイドフレーム１１ｃと、仕切りフレーム１１ｄと、を備える。仕切りフレ
ーム１１ｄの上側にポンプ装置２０が配される上部収容室Ａ１が形成され、仕切りフレー
ム１１ｄの下側に、アキュムレータ１４等が配される下部収容室Ａ２が形成される。
【００１２】
　底フレーム１１ａは、矩形の枠状に構成され、サイドフレーム１１ｃの両側面を連結し
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ている。サイドフレーム１１ｃの両側面の外側には脚フレーム１１ｋが取付けられている
。脚フレーム１１ｋは互いに対向する一対のフレーム部材で構成され、サイドフレーム１
１ｃの両側面外側に取り付けられ、締結部材用の孔部を有する脚フレーム１１ｋは給水装
置１０を設置する地上設置面上に配される。
【００１３】
　後部フレーム１１ｂは矩形の板状に構成されている。後部フレーム１１ｂは、底フレー
ムの後方のフレーム部材上に立設され、上方に延びている。
【００１４】
　サイドフレーム１１ｃは、後部フレーム１１ｂの幅方向両端縁から屈曲して前方に延び
る。サイドフレーム１１ｃの下部の領域は、仕切りフレーム１１ｄの幅方向両端縁に接続
され、一対の脚片を形成する。サイドフレーム１１ｃの内側壁面には、操作方法の説明図
や内部ブロック図が貼り付けられ、表示されている。
【００１５】
　仕切りフレーム１１ｄは、矩形の板状に構成され、後部フレーム１１ｂの前面の所定位
置から前方に延びる。仕切りフレーム１１ｄは、後部フレーム１１ｂと直交する姿勢に配
され、収容空間を上下に仕切る。仕切りフレーム１１ｄは、例えば水平に配される。仕切
りフレーム１１ｄは、収容部を上部収容室Ａ１と下部収容室Ａ２とに分離する。
【００１６】
　仕切りフレーム１１ｄには、孔部として、吸込口３１ａに接続される吸込用配管３０ａ
が貫通する吸込連結管孔１１ｅと、吐出口３５ａに接続される吐出用配管３０ｂが貫通す
る吐出配管孔１１ｆと、逃がし弁部３８の開口である排水口３８ａの直下に位置する排水
配管孔１１ｇと、排水配管孔１１ｇの外周に配されるホッパ１１ｇ１と、アキュムレータ
１４を接続する接続配管用の接続配管孔１１ｈと、が形成されている。仕切りフレーム１
１ｄは下方に位置する底フレーム１１ａとの間に、所定の高さを有する配管スペースとな
る下部収容室Ａ２を形成する。仕切りフレーム１１ｄは、上方に位置する逆流防止装置１
３やポンプ装置２０、連結管３２などに結露した水が落下した場合に受ける、結露水用の
トレイとしての機能を有している。
【００１７】
　仕切りフレーム１１ｄ上には、複数のポンプ装置２０の下方において配管３０を支持す
るサポートフレーム１１ｉが設けられている。サポートフレーム１１ｉは、例えば断面が
コ字状に構成されたフレーム部材であり、仕切りフレーム１１ｄの上方の所定位置に水平
な支持面を有している。サポートフレーム１１ｉの支持面上に、吸込連結管３２と吐出し
連結管３４ｂから下方に延びる脚部３３が固定されている。
【００１８】
　ポンプカバー１２は、前壁部１２ａと、側壁部１２ｂと、上壁部１２ｃと、傾斜壁部１
２ｄと、を一体に備える。ポンプカバー１２は、端縁部が架台１１のサイドフレーム１１
ｃのねじ部に締結され、支持され、架台１１上に組付けられる。架台１１とポンプカバー
１２とは、収容空間を覆い、内部の機器を保護する、防滴機能を有する。
【００１９】
　前壁部１２ａはプレート状に構成され、架台１１の上部収容室Ａ１の前方を覆うととも
に、下部収容室Ａ２の上部の領域を覆う。前壁部１２ａは、下端縁１２ｇが、架台１１の
地上設置面よりも上方であり、底フレーム１１ａの上方に離間した位置に配され、アキュ
ムレータ１４の大部分の前方を覆う。すなわち、前壁部１２ａにより給水制御に必要な内
部機器であるアキュムレータ１４を風雨・煤塵より防護しつつ、下部収容室Ａ２の下側の
領域は前方が開口している。前壁部１２ａの内面には防音性を高める吸音材１２ｅが貼り
付けられている。
【００２０】
　また、前壁部１２ａの、逆流防止装置１３の前方に対向する箇所には、透明な材料で構
成された窓部１２ｉが形成されている。窓部１２ｉを通して外部から逆流防止装置１３の
漏水を視認により確認することが可能になっている。
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【００２１】
　ポンプ装置２０は、モータ２１と、モータ２１に接続されたインペラを有する１段また
は複数段のポンプ２３と、を備え、流体を増圧して二次側に圧送する。本実施形態におい
ては一対のポンプ装置２０が縦置きの状態で設置されている。
【００２２】
　ポンプ２３は、下端部にポンプ吸込口２３ａを有し、正面部にポンプ吐出口２３ｂを有
している。ポンプ吸込口２３ａには配管３０の吸込連結管３２が接続される。ポンプ吐出
口２３ｂには各ポンプ２３の吐出側の流路を形成する個別吐出管３４ａが接続される。
【００２３】
　各モータ２１はケーブルを介して制御盤１５に接続されている。制御盤１５に設けられ
る制御部の制御によりモータ２１が駆動され、ポンプ装置２０が運転制御される。
【００２４】
　配管３０は、逆流防止装置１３の一次側に配される吸込連結曲管３１と、逆流防止装置
１３の二次側に配される吸込連結管３２と、吸込連結管３２から分岐して各ポンプ２３の
ポンプ吸込口２３ａに至る一対の第１のボール弁４１，４２と、ポンプ２３のポンプ吐出
口２３ｂに接続される複数の個別吐出管３４ａと、複数の個別吐出管３４ａに接続される
一対の第２のボール弁４３，４４と、第２のボール弁４３，４４の二次側に接続される吐
出し連結管３４ｂと、吐出し連結管３４ｂと吸込連結管３２を接続するバイパス連結部３
６と、を備える。吸込連結管３２と吐出し連結管３４ｂは防振体を介して架台１１の後部
フレーム１１ｂに固定された支え１１ｊに固定されている。
【００２５】
　吸込連結曲管３１は、一端側に吸込口３１ａを有している。吸込連結曲管３１の吸込口
３１ａ近傍には第３のボール弁４８とストレーナ３７が内蔵されている。吸込連結曲管３
１には第１の圧力検出部としての第１圧力センサ１６ａが設けられている。第１圧力セン
サ１６ａは、吸込連結曲管３１内の圧力、すなわち逆流防止装置１３の一次側の圧力を検
出する。吸込連結曲管３１の他端は逆流防止装置１３に接続される。
【００２６】
　逆流防止装置１３は、吸込連結曲管３１と吸込連結管３２との間に設けられている。逆
流防止装置１３は、第１の逆止弁と、第２の逆止弁と、リテーナと、を備え、流路におけ
る液体の流れの方向を一方向に規制する。逆流防止装置１３の下部に逃がし弁部３８が設
けられている。
【００２７】
　逃がし弁部３８は逆流防止装置１３から下方に延びている。逃がし弁部３８の下方の先
端部の排水口３８ａには漏水検知電極３９が設けられている。漏水検知電極３９は、逆流
防止装置１３からの漏水を検出する。検出された漏水信号は漏水検知基板６１へ送られる
。
【００２８】
　吸込連結管３２は、逆流防止装置１３の二次側に接続される。吸込連結管３２は例えば
２台のポンプ装置２０の下方において水平に延びている。吸込連結管３２は、各ポンプ装
置２０に、第１のボール弁４１、４２を介して接続されている。具体的には、水平に延び
る吸込連結管３２の上側の管壁が所定箇所に開口が形成され、上方に接続される一方の第
１のボール弁４１の管部４１ａに一体に連続する。また、吸込連結管３２の一端は上方に
向けて湾曲し、他方の第１のボール弁４２の管部４２ａに一体に連続する。管部４１ａと
吸込連結管３２の連続部分の内壁は、湾曲面を形成し、流体を上方に案内する流路が形成
されている。吸込連結管３２から上部の各ボール弁４１、４２の管部４１ａ，４２ａに続
く連続部分の内壁にエッジを有さないことから、流体はカーブ状の流路に沿って滑らかに
案内される。
【００２９】
　個別吐出管３４ａは、その一端がポンプ２３の側壁部に配されるポンプ吐出口２３ｂに
接続されている。個別吐出管３４ａは、ポンプ吐出口２３ｂから前方に延び、屈曲して下



(6) JP 2019-190295 A 2019.10.31

10

20

30

40

50

方に延びる。個別吐出管３４ａ内であってポンプ吐出口に近い所定箇所には、流れ方向を
一方向に規制する逆止弁が設けられている。また、個別吐出管３４ａの中途部には、個別
吐出管３４ａ内の液体の流量を検出する流量検出部である流量センサ１７がそれぞれ設け
られている。個別吐出管３４ａの下端部はそれぞれ第２のボール弁４３，４４を介して、
下方に設けられた吐出し連結管３４ｂに接続されている。
【００３０】
　一対の第１のボール弁４１、４２及び、一対の第２のボール弁４３，４４は、それぞれ
、管部４１ａ，４２ａ，４３ａ，４４ａと、ボール状の弁体４１ｂ、４２ｂ、４３ｂ、４
４ｂと、ステム４１ｃ、４２ｃ、４３ｃ、４４ｃと、を備える。ステム４１ｃ、４２ｃは
第１のステムであり、ステム４３ｃ、４４ｃは第２のステムである。本実施形態において
、吸込側の配管に設けられる第１のボール弁４１と、吐出側の配管に設けられる第２のボ
ール弁４３とが共通の操作レバー４５により連動して開閉動作させられ、吸込側の配管に
設けられる第１のボール弁４２と、吐出側の配管に設けられる第２のボール弁４４とが共
通の操作レバー４６により連動して開閉動作させられる。
【００３１】
　管部４１ａ，４２ａ，は、一対のポンプ２３のポンプ吸込口２３ａにそれぞれ一体に連
続するとともに上下方向に延びる流路空間を構成するとともに内部に弁座部が形成されて
いる。管部４３ａ，４４ａは、一対のポンプ２３の吐出し連結管３４ｂにそれぞれ一体に
連続するとともに上下方向に延びる流路空間を構成する内部に弁座部が形成されている。
【００３２】
　管部４１ａ，４２ａ，４３ａ，４４ａは、弁体４１ｂ，４２ｂ、４３ｂ、４４ｂを回転
可能に支持する。また管部４１ａ，４２ａ，４３ａ，４４ａの周壁にはステム４１ｃ，４
２ｃ、４３ｃ、４４ｃが通る挿入孔４１ｄ，４２ｄ、４３ｄ、４４ｄがそれぞれ形成され
ている。
【００３３】
　管部４１ａ，４２ａの外面には、後述するハンドル４５ｂ，４６ｂの爪部４５ｆ、４５
ｇ、４６ｆ，４６ｇに干渉することで回動を規制するストッパとなる規制部材としての突
起４１ｆ，４２ｆがそれぞれ形成されている。図８に示す様に、突起４１ｆ、４２ｆは、
管部４１ａ，４２ａの外面であって、操作レバーに対応する面のステム４１ｃ、４２ｃ、
の外周の一部が、ステム４１ｃ、４２ｃ、の回転の周方向に直交する一方向にむけて突出
する壁状に構成されている。
【００３４】
　突起４１ｆ，４２ｆは、弁体４１ｂ，４２ｂの回動軸に関して、互いに回転方向に９０
度異なる位相に配置されている。例えば本実施形態において、一方のボール弁４１の突起
４１ｆは回動軸の下側の位置に配され、他方のボール弁４２の突起４２ｆは回動軸の他方
側の側方に配される位置に設けられる。これにより、ハンドル４５ｂ，４６ｂの停止位置
が規定され、２つのボール弁４１，４２の停止位置が異なる位置に設定される。
【００３５】
　弁体４１ｂ，４２ｂ、４３ｂ、４４ｂは、球状に構成され、一方向に貫通するボール孔
４１ｅ，４２ｅ，４３ｅｍ４４ｅを備える。また、弁体４１ｂ，４２ｂ、４３ｂ、４４ｂ
は回転により、ボール孔４１ｅ，４２ｅ，４３ｅ，４４ｅの向きが変化することで、流路
を開閉させる。
【００３６】
　ステム４１ｃ，４２ｃ、４３ｃ、４４ｃは、管部４１ａ，４２ａ、４３ａ、４４ａの径
方向に延びる軸部材であり、挿入孔４１ｄ，４２ｄ、４３ｄ、４４ｄを通って配されてい
る。ステム４１ｃ，４２ｃ、４３ｃ、４４ｃの一端は弁体４１ｂ，４２ｂ、４３ｂ、４４
ｂにそれぞれ接続され、他端は管部４１ａ，４２ａ、４３ａ、４４ａの外に延出し、サポ
ート部４５ａ、４６ａに固定されている。
【００３７】
　例えば本実施形態において、ステム４１ｃ、４２ｃは対向配置される吐出側の第２のボ
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ール弁４３，４４に向けて延びる。ステム４１ｃ，４２ｃは、第２のボール弁４３，４４
のステム４３ｃ，４４ｃと同軸で連続して配され、サポート部４５ａ，４６ａによって第
２のボール弁４３，４４のステム４３ｃ，４４ｃと連結される。
【００３８】
　例えば本実施形態において、ステム４３ｃ、４４ｃは対向配置される吸込側の第１のボ
ール弁４１，４２に向けて延びる。ステム４３ｃ，４４ｃは、サポート部４５ａ，４６ａ
によって第１のボール弁４１，４２のステム４１ｃ，４２ｃと連結され、共通のレバー４
５，４６の操作によって連動して動作する。
【００３９】
　第１のボール弁４１と、第２のボール弁４３との間、及び第１のボール弁４２と第２の
ボール弁４４との間に、それぞれ操作レバー４５、４６が設けられている。
【００４０】
　操作レバー４５，４６は、サポート部４５ａ，４６ａと、ハンドル４５ｂ，４６ｂと、
を一体に備える。操作レバー４５，４６は回動可能に構成され、ステム４１ｃ，４２ｃ，
４３ｃ，４４ｃを連動して回転させる。レバー４５，４６は、第１の位置と第２の位置を
含む移動経路で回動可能に構成されている。
【００４１】
　サポート部４５ａ，４６ａは、ステム４１ｃ，４２ｃ，４３ｃ，４４ｃの軸方向に貫通
するサポート孔４５ｃ，４６ｃを有する環状に構成される。サポート孔４５ｃにステム４
１ｃ、４３ｃの一端部が挿入され、サポート孔４６ｃにステム４２ｃ，４４ｃの一端部が
挿入され、サポート部４５ａとステム４１ｃ，４２ｃ、サポート部４６ａとステム４３ｃ
，４４ｃとがねじ等の締結部材により固定されることで、ステム４１ｃ，４２ｃ，４３ｃ
，４４ｃがサポート部４５ａ，４６ａと連動可能に構成されている。
【００４２】
　ハンドル４５ｂ，４６ｂは、サポート部４５ａ，４６ａと一体に構成されている。ハン
ドル４５ｂ，４６ｂはサポート部４５ａ，４６ａの径方向に延びる細長部材である。
【００４３】
　操作レバー４５，４６には対向する管部４１ａ，４２ａに向けて突出する２つの爪部４
５ｆ、４５ｇ、４６ｆ，４６ｇがそれぞれ形成されている。爪部４５ｆ，４５ｇ、４６ｆ
，４６ｇは操作レバー４５，４６の回動の周方向に異なる２箇所に、それぞれ設けられて
いる。
【００４４】
　図８に示すように、例えば本実施形態においては９０度の回動により、ボール弁４１，
４２，４３，４４が開閉する。例えば各操作レバー４５，４６が上方の第１の位置にある
ときに各ボール弁４１，４２，４３，４４が開状態となり、側方の第２位置にあるときに
、各ボール弁４１，４２，４３，４４が閉じる。
【００４５】
　一方の爪部４５ｆ，４６ｆは、ボール弁４１，４２，４３，４４を開位置としたときに
管部４１ａ，４２ａの突起４１ｆ、４２ｆに干渉することで操作レバー４５，４６の回動
を規制する。
【００４６】
　他方の爪部４５ｇ，４６ｇは、ボール弁４１，４２，４３，４４を閉位置としたときに
管部４１ａ，４２ａの突起４１ｆ、４２ｆに干渉することで操作レバー４５，４６の回動
を規制する。
なお、レバー４５，４６の回動位置を規制する突起は管部４３ａ，４４ａ側に形成しても
よい。
【００４７】
　例えば左右一対のポンプ装置２０にそれぞれ設けられたハンドル４５ｂ，４６ｂは、互
いに回動方向が反対方向であり、対称に構成される。左側のポンプ装置２０のハンドル４
５ｂは左側の側方が第２位置、右側のポンプ装置２０のレバーは右側の側方が第２位置に
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設定される。例えば２本の操作レバー４５，４６は、同じ構成とする。
【００４８】
　吐出し連結管３４ｂは、複数の個別吐出管３４ａに接続されたボール弁４３，４４の二
次側に連続して設けられている。吐出し連結管３４ｂは例えば縦置きの２台のポンプ装置
２０の下方において水平に延び、吸込連結管３２と並列に配置されている。吐出し連結管
３４ｂは、一対のボール弁４３，４４の管部４３ａ，４４ａの下部に連続して一体に構成
される。
【００４９】
　具体的には、水平に延びる吐出し連結管３４ｂの上側の管壁が所定箇所に開口が形成さ
れ、上方に接続される一方の第２のボール弁４３の管部４３ａに一体に連続する。また、
吐出し連結管３４ｂの一端は上方に向けて湾曲し、他方の第２のボール弁４４の管部４４
ａに一体に連続する。管部４３ａと吐出し連結管３４ｂの連続部分の内壁は、湾曲面を形
成し、流体を上方に案内する流路が形成されている。吐出し連結管３４ｂから上部の各ボ
ール弁４３、４４の管部４３ａ，４４ａに続く連続部分の内壁にエッジを有さないことか
ら、流体はカーブ状の流路に沿って滑らかに案内される。
【００５０】
　吐出し連結曲管３５は、第３のボール弁４８を介して吐出し連結管３４ｂに接続され、
一端側に吐出口３５ａを有する。吐出し連結曲管３５は仕切りフレーム１１ｄに形成され
た吐出配管孔１１ｆを貫通して、蛇口などの給水先に接続される。吐出し連結曲管３５に
は第２の圧力検出部としての第２圧力センサ１６ｂが設けられている。第２圧力センサ１
６ｂは、吐出し連結曲管３５内の圧力、すなわち各ポンプ２３の吐出圧力を検出する。
【００５１】
　吐出し連結管３４ｂの他端側には、圧力を蓄えるためのアキュムレータ１４が接続され
る。
【００５２】
　アキュムレータ１４は、吐出し連結管３４ｂの下方であって、仕切りフレーム１１ｄよ
りも下側の下部収容室に設けられる。アキュムレータ１４と吐出し連結管３４ｂを接続す
る接続配管１４ａは、仕切りフレーム１１ｄに形成された接続配管孔１１ｈを通って配さ
れている。アキュムレータ１４は、中心が水平に配設されている。アキュムレータ１４の
下側であって装置設置面との間には、配管が配設可能なスペースが形成されている。アキ
ュムレータ１４は接続配管１４ａを介して吐出し連結管３４ｂに接続されている。
【００５３】
　バイパス連結部３６は吐出し連結管３４ｂと吸込連結管３２とを連通するバイパス流路
を形成している。バイパス連結部３６内の所定箇所には、流れ方向を、吸込側から吐出し
側の一方向に規制する逆止弁が設けられている。
【００５４】
　第１圧力センサ１６ａ、及び第２圧力センサ１６ｂは、例えばピエゾ効果を利用した半
導体式の圧力センサである。
【００５５】
　圧力センサ１６ａ，１６ｂは、配管３０内の圧力を検出し、アナログ電圧出力可能に構
成されている。圧力センサ１６ａ，１６ｂは、信号線を介して制御盤１５の制御部に接続
され、検出した圧力信号を制御部に送る。
【００５６】
　流量センサ１７は例えば磁石が設けられた羽根車を備え、磁石に接続されたホールＩＣ
にて流量検出を行う回転式のセンサである。
【００５７】
　制御盤１５は、ベースフレーム５１と、ベースフレーム５１の前面である搭載面に搭載
された制御機器５２と、を備える。
【００５８】
　制御機器５２として、各ポンプに接続される一対のインバータ５４と、主制御基板５５
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、電源入力基板５６、及び操作・表示基板５７と、が、設けられている。
【００５９】
　以上のように構成された給水装置１０において、吸込側の第１のボール弁４１、４２と
、吐出側の第２のボール弁４３，４４は、レバー４５，４６により、連動して開閉動作さ
れる。このため、レバー操作作業の負担を低減できる。また、管部４１ａ，４２ａ，４３
ａ，４４ａを吸込連結管３２、吐出し連結管３４ｂとそれぞれ一体に構成したことにより
、配管の接続作業及び締結部材を少なくすることができる。また、一対のボール弁４１，
４２，４３，４４は９０度回動により開閉する２方弁で構成したため、弁体４１ｂ，４２
ｂ，４３ｂ，４４ｂのボール孔４１ｅ，４２ｅ，４３ｅ，４４ｅを直線状にすることがで
きるため、制作が容易となる。
【００６０】
　さらに、一対のポンプ装置２０の操作レバー４５，４６を対称に配置することで、バイ
パス連結部３６との干渉を回避し、必要回転トルクを軽減する操作レバー４５，４６の長
さを確保できる。
【００６１】
　また、操作レバー４５，４６の回動範囲を上方とすることで、下方に設けられた連結管
や逆流防止装置１３等の他の部材との干渉を避けることができる。
【００６２】
　さらに、バイパス連結部３６の下方へ延びる脚部３３を設け、操作レバー４５，４６の
回転軸の高さを高く設定することにより操作レバー４５，４６の操作性を確保できる。ま
た、操作レバー４５，４６の回転軸の高さを高くするとともにレバーの長さを長くするこ
とで、例えば必要回転トルクが大きい場合にも開閉動作が容易となる。
【００６３】
　また、上記実施形態においては、弁体４１ｂ、４２ｂ側にストッパとなる突起４１ｆ、
４２ｆを設け、一対の弁体４１ｂ、４２ｂの突起４１ｆ、４２ｆの位置を異なる位相に設
定したことにより、一対の操作レバー４５，４６を同じ構成として回転方向を逆に設定す
ることが可能である。したがって、左右のボール弁４１，４３と、ボール弁４２，４４と
が９０度の回動角度で開閉動作可能である。
【００６４】
　なお上記のストッパとなる突起４１ｆ、４２ｆは、対向配置される他方のボール弁４３
，４４側に設けてもよい。
【００６５】
　また、一対のステム４１ｃ、４２ｃとステム４３ｃ、４４ｃは内径に適切なギャップ有
する孔部を有する操作レバー４５，４６により連動して回転可能であり、ステム４１ｃと
４２ｃ、ステム４３ｃ、４４ｃをそれぞれ一体に形成した場合と比べて、挿入孔４１ｄ，
４２ｄ、４３ｄ，４４ｄの正確な加工精度が不要となる。
【００６６】
　例えば上記実施形態においては、９０度角の２方弁で構成したことにより、３方弁で１
８０°回転により開閉される構成やＬ型の穴経路を持つボールを有する２方弁と比べ、弁
体の製造が容易である。また、１８０度回転の三方弁の場合には閉止時に全体を閉止して
断水してしまうが、上記実施形態によれば９０度角度で開閉する２方弁としたことで、一
方の弁体を閉止しても他方の弁体に連通する流路を塞ぐことはないため、全体を閉止して
断水することを防止できる。
【００６７】
　また、ボール弁４１，４２，４３，４４は連結管３２，３４ｂから湾曲して一体に形成
し、流路にエッジ部がない滑らかな内壁とすることで、大水量時の圧力損失を抑制できる
。
【００６８】
　また、上記実施形態においては、弁体側の突起の位置を異ならせることで、異なる停止
位置を設定できるため、例えば２本の操作レバー４５，４６は、同じものを採用でき、量
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【００６９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。
【００７０】
　例えば、上記実施形態においては、ボール弁の開時には、ハンドル４５ｂ，４６ｂが上
方の垂直方向に位置する例を示したがこれに限られるものではなく、例えば下方に位置す
る構成であってもよい。
【００７１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて
実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の
発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の
発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が
削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構
成が発明として抽出され得る。
【符号の説明】
【００７２】
１０…給水装置、１１…架台、１１ａ…底フレーム、１１ｂ…後部フレーム、１１ｃ…サ
イドフレーム、１１ｄ…仕切りフレーム、１１ｅ…吸込連結管孔、１１ｆ…吐出配管孔、
１１ｇ…排水配管孔、１１ｇ１…ホッパ、１１ｈ…接続配管孔、１１ｉ…サポートフレー
ム、１１ｊ…支え、１１ｋ…脚フレーム、１２…ポンプカバー、１２ａ…前壁部、１２ｂ
…側壁部、１２ｃ…上壁部、１２ｄ…傾斜壁部、１２ｅ…吸音材、１２ｇ…下端縁、１２
ｉ…窓部、１３…逆流防止装置、１４…アキュムレータ、１４ａ…接続配管、１５…制御
盤、１６ａ…圧力センサ、１６ｂ…圧力センサ、１７…流量センサ、２０…ポンプ装置、
２１…モータ、２３…ポンプ、２３ａ…ポンプ吸込口、２３ｂ…ポンプ吐出口、３０…配
管、３０ａ…吸込用配管、３０ｂ…吐出用配管、３１…吸込連結曲管、３１ａ…吸込口、
３２…吸込連結管、３３…脚部、３４ａ…個別吐出管、３４ｂ…吐出し連結管、３５…吐
出し連結曲管、３５ａ…吐出口、３６…バイパス連結部、３７…ストレーナ、３８…弁部
、３８ａ…排水口、３９…漏水検知電極、４１…ボール弁、４１ａ…管部、４１ｂ…弁体
、４１ｃ…ステム、４１ｄ…挿入孔、４１ｅ…ボール孔、４１ｆ…突起、４２…ボール弁
、４２ａ…管部、４２ｂ…弁体、４２ｃ…ステム、４２ｄ…挿入孔、４２ｅ…ボール孔、
４２ｆ…突起、４３…ボール弁、４３ａ…管部、４３ｂ…弁体、４３ｃ…ステム、４３ｄ
…挿入孔、４３ｅ…ボール孔、４４…ボール弁、４４ａ…管部、４４ｂ…弁体、４４ｃ…
ステム、４４ｄ…挿入孔、４４ｅ…ボール孔、４５…操作レバー、４５ａ…サポート部、
４５ｂ…ハンドル、４５ｃ…サポート孔、４５ｆ…爪部、４５ｇ…爪部、４６…レバー、
４６…操作レバー、４６ａ…サポート部、４６ｂ…ハンドル、４６ｂ…ハンドル部、４６
ｃ…サポート孔、４６ｆ…爪部、４６ｇ…爪部、４８…ボール弁、５１…ベースフレーム
、５２…制御機器、５４…インバータ、５５…主制御基板、５６…電源入力基板、５７…
操作・表示基板、６１…漏水検知基板、Ａ１…上部収容室、Ａ２…下部収容室。
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月7日(2019.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプ装置と、
　前記ポンプ装置の一次側に接続される吸込側の配管に設けられ９０度回転により流路を
開閉する弁体を有する第１の２方ボール弁と、
　前記ポンプ装置の二次側に接続される吐出側の配管に設けられ９０度回転により流路を
開閉する弁体を有する第２の２方ボール弁と、
　前記第１の２方ボール弁の前記弁体に接続される第１のステムと、
　前記第２の２方ボール弁の前記弁体に接続される第２のステムと、
　前記第１のステム及び前記第２のステムの一端部が挿入されるサポート孔を有する環状
のサポート部と、前記サポート部、前記第１のステム、及び前記第２のステムを固定する
締結部材と、前記サポート部と一体に構成され前記サポート部から前記第１のステム及び
前記第２のステムの径方向に延出するとともに回動可能に構成されたハンドルと、備え、
前記第１の２方ボール弁及び前記第２の２方ボール弁を連動して開閉動作させる、操作レ
バーと、
を備える給水装置。
【請求項２】
　収容部内に一対の前記ポンプ装置が縦置きされ、
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　一対の前記ポンプ装置に、前記第１の２方ボール弁と、前記第２の２方ボール弁と、前
記操作レバーと、がそれぞれ設けられ、
　前記ハンドルは、前記流路を開く第１の位置と、前記流路を閉じる第２の位置とで回動
可能に構成され、一方の前記ポンプ装置の前記操作レバーと、他方の前記ポンプ装置の前
記操作レバーの回動方向が反対方向である、請求項１に記載の給水装置。
【請求項３】
　一対の操作レバーの前記第１の位置は上方であり、
　一方の前記ポンプ装置の前記操作レバーの前記第２の位置は一方側の側方であり、
　他方の前記ポンプ装置の前記操作レバーの前記第２の位置は他方側の側方である、
請求項２に記載の給水装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　一実施形態にかかる給水装置は、ポンプ装置と、前記ポンプ装置の一次側に接続される
吸込側の配管に設けられ９０度回転により流路を開閉する弁体を有する第１の２方ボール
弁と、前記ポンプ装置の二次側に接続される吐出側の配管に設けられ９０度回転により流
路を開閉する弁体を有する第２の２方ボール弁と、前記第１の２方ボール弁の前記弁体に
接続される第１のステムと、前記第２の２方ボール弁の前記弁体に接続される第２のステ
ムと、前記第１のステム及び前記第２のステムの一端部が挿入されるサポート孔を有する
環状のサポート部と、前記サポート部、前記第１のステム、及び前記第２のステムを固定
する締結部材と、前記サポート部と一体に構成され前記サポート部から前記第１のステム
及び前記第２のステムの径方向に延出するとともに回動可能に構成されたハンドルと、を
備え、前記第１の２方ボール弁及び前記第２の２方ボール弁を連動して開閉動作させる、
操作レバーと、を備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　また、一対のステム４１ｃ、４３ｃとステム４２ｃ、４４ｃは内径に適切なギャップ有
する孔部を有する操作レバー４５，４６により連動して回転可能であり、ステム４１ｃと
４３ｃ、ステム４２ｃ、４４ｃをそれぞれ一体に形成した場合と比べて、挿入孔４１ｄ，
４２ｄ、４３ｄ，４４ｄの正確な加工精度が不要となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて
実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の
発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の
発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が
削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構
成が発明として抽出され得る。以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発
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明を付記する。
（１）　ポンプ装置と、
　前記ポンプ装置の一次側に接続される吸込側の配管に設けられ回転により流路を開閉す
る弁体を有する第１のボール弁と、
　前記ポンプ装置の二次側に接続される吐出側の配管に設けられ回転により流路を開閉す
る弁体を有する第２のボール弁と、
　前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体に接続され、前記第１のボール
弁及び前記第２のボール弁を連動して開閉動作させる操作レバーと、
　を備える、給水装置。
（２）　前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁は２方弁であり、
　前記操作レバーは、前記第１のボール弁の前記弁体に接続される第１のステムと、前記
第２のボール弁の前記弁体に接続される第２のステムと、を支持するサポート孔を有する
サポート部と、
　前記サポート部から前記第１のステム及び前記第２のステムの径方向に延出するととも
に回動可能に構成されたハンドルと、を備える（１）に記載の給水装置。
（３）　収容部内に一対の前記ポンプ装置が縦置きされ、
　一対の前記ポンプ装置に、前記第１のボール弁と、前記第２のボール弁と、前記操作レ
バーと、がそれぞれ設けられ、
　前記ハンドルは、前記流路を開く第１の位置と、前記流路を閉じる第２の位置とで回動
可能に構成され、一方の前記ポンプ装置の前記操作レバーと、他方の前記ポンプ装置の前
記操作レバーの回動方向が反対方向である、（２）に記載の給水装置。
（４）　一対の操作レバーの前記第１の位置は上方であり、
　一方の前記ポンプ装置の前記操作レバーの前記第２の位置は一方側の側方であり、
　他方の前記ポンプ装置の前記操作レバーの前記第２の位置は他方側の側方である、（３
）に記載の給水装置。
（５）　前記弁体は前記操作レバーの回動範囲を規制する規制部材を備え、一方の前記ポ
ンプ装置に設けられる前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体と、他方の
前記ポンプ装置に設けられる前記第１のボール弁及び前記第２のボール弁の前記弁体は、
規制部材の位置が異なる、（３）または（４）に記載の給水装置。
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